
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆厚生年金・健康保険の適用拡大 

短時間労働者の厚生年金・健康保険へ加入要件の一

つに、「従業員数51人以上の企業に勤務していること」

があります。この企業規模要件が段階的に縮小され、

令和９年 10 月には「36 人以上」となり、令和 17 年

10 月には撤廃されます。 

コストシミュレーションや従業員への説明など、早め

の準備が必要です。 

 

◆ストレスチェックの義務化 

改正労働安全衛生法により、令和 10 年 5 月までに

50 人未満の事業場のストレスチェックが義務化され

ます。 

これらの事業場は産業医の選任義務がありませんが、

厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実

施マニュアル」には、「原則として…ストレスチェック

の実施を外部機関に委託することが推奨されます」と

あり、外部委託費用の試算や実施体制の検討、外部実

施機関（医師・保健師、健診機関等）の選定や契約が

求められます。 

 

◆雇用保険の適用拡大 

 改正雇用保険法により、令和 10 年 10 月１日以降、

雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が

「20 時間以上」から「10 時間以上」に拡大されます。

手続きや保険料負担に関するシミュレーション、雇用

保険料の給与天引きに関する従業員説明などを準備

しておきましょう。 

 

◆社内規程の整備等も必要 

これらの改正対応には、社内規程の整備や体制の見

直しも必要となります。企業の選択により具体的にと

るべき措置は変わってきます。早めに取りかかること

が賢明です。 

 

【参考】 

社会保険適用拡大特設サイト～社会保険加入の要件

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/

taisho/ 

 

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュア

ル」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html 

 

令和６年雇用保険制度の改正内容について（雇用保険

法等の一部を改正する法律） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html 

 

 

 
 
◆在職老齢年金の概要と改正 

令和８年４月から、在職老齢年金制度の基準額が改定

されます。 

在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る高齢者

に一定額以上の報酬がある場合、老齢厚生年金の一部

または全部を支給停止する仕組みです。これまで年金

額が調整（支給停止）される基準額（賃金＋老齢厚生

年金）は月「51万円」でしたが、月「65万円」へ引き

上げられます（令和８年度。賃金の変動に応じて毎年

改定）。 

50 人規模の企業が今後の改正について

検討すべきことは？ 

4 月から在職老齢年金支給停止の基準額

が「65 万円」に変わります 
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対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は

減額されません。支給停止額の計算は月単位で行われ、

基準額を上回った部分の半額が支給停止されます。 

この改正により、収入が一定以上でも年金の減額が生

じにくくなります。 

≪改正後の年金支給額の計算方法（月額）≫ 

A 基本月額と総報酬月額相当額との合計が 65万円以

下の場合→全額支給 

B 基本月額と総報酬月額相当額との合計が 65万円を

超える場合→基本月額－（基本月額＋総報酬月額相当

額－65万円）÷２ 

 

◆従業員説明のポイント 

次の点を押さえて説明するとよいでしょう。 

・基準額が 65 万円に引き上がるため、働き方の幅が

広がる：「収入が増えると年金が減るのでは」という不

安を和らげます。 

・給与は減らず、調整対象は年金のみ：誤解されやす

いため、明確に説明すると安心感が高まります。 

・年金額の具体的な試算は「ねんきんネット」で可能：

従業員ごとに状況が異なるため、個別試算を案内する

と理解が進みます。 

 

高齢従業員の働く意欲を後押しする改正です。経験豊

富な人材の活躍を支える機会へとつなげていきまし

ょう。 

 

【参考】 

在職老齢年金制度が改正されます 

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei

.html 

 

 

 
 
令和８年４月から協会けんぽの健康診断の内容が、次

のとおり変わることになりました。 

 
◆人間ドック健診の補助新設 

35 歳～74 歳の被保険者は、人間ドック健診に最高

25,000円の補助が出ます。検査項目は、生活習慣病予

防健診に「血液の詳しい検査」「眼圧検査」「医師によ

る健診結果の説明」などを加えた項目です。健診の選

択肢が広がることになります。 

 

 

 

◆若年層を生活習慣病予防健診の対象に 

生活習慣病予防健診の対象者を従来の 35 歳～74 歳

から拡大して、20 歳、25 歳、30 歳の被保険者も対象

とします。検査項目は、生活習慣病予防健診から「胃・

大腸の検査」を省略（自己負担額 2,500円（上限）で

受診可能）した項目です。若いうちから自身の健康に

向き合う機会が増えることになります。 

 

◆骨粗鬆症検診の新規導入 

40 歳～74 歳の偶数年齢の女性被保険者を対象とし

て、問診および腰や腕、かかとなどで骨量（骨密度）

を測定する検査が補助対象に追加されます。自覚症状

がない骨粗鬆症を早期に発見することができるよう

になります。 

 

◆「節目健診」の導入 

従来の 35～74 歳の被保険者を対象とした一般健診

および付加健診の検査項目を統合し、新たに「節目健

診」を新設します。対象は、40 歳・45 歳・50 歳・55

歳・60歳・65歳・70歳の方です。 

 

◆被扶養者に対する健診の拡充 

令和９年度からは、被扶養者に対する健診について、

被保険者に対する人間ドックや生活習慣病予防健診

と同等の内容に拡充します。 

 

【参考】 

新しい健診のお知らせ（全国健康保険協会） 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2026kenshin/ 

 

令和８年度からの健診体系見直しについて 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/iw

ate/20130830010/R7kenpo20251006.pdf ４月から協会けんぽの健康診断で変わる

こと 


